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【１．高等学校等の在学期間について】の欄は、次によって記入してください｡

（別紙）

高等学校等就学支援金について

　本制度は、家庭の状況にかかわらず、全ての意志ある高校生等が安心して勉学
に打ち込める社会をつくるため、その授業料に充てる高等学校等就学支援金を支
給し、家庭の教育費負担を軽減するものです。

　社会全体の負担により、自らの希望に応じた教育を受けることのできる環境を
整備し、生徒の学びを支えることを通じて、将来、我が国社会の担い手として広
く活躍されることが期待されています。

記入上の注意

①において現在通っている学校の在学期間の始期について記入してください。

過去に高等学校等に在学したことがある場合は、②において過去に在学した全ての学校の
在学期間について記入してください。

これまでに就学支援金を受給した期間がある場合は、受給事由が消滅した旨の通知又は受
給の実績を証明する書類を提出してください。

「高等学校等」とは、国公私立の高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高
等部、高等専門学校（第１学年から第３学年まで）並びに専修学校及び各種学校のうち高
等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものをいいます。

「支給停止期間等」とは、休学のために就学支援金の支給停止の申出を行ったことにより
支給が停止されていた期間のほか、①日本国内に住所を有していなかった期間、②令和８
年４月１日以後に国籍・在留資格等の要件を満たさないことにより受給資格を有しない者
が休学していた期間、③平成26年４月１日から令和８年３月31日までに所得制限によって
就学支援金の支給を受けていない状態で休学した期間、④平成22年４月１日より前に公立
高等学校等（公立の高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部並びに
高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則（平成22年文部科学省令第13号）第１
条第１項第２号に掲げる専修学校の一般課程及び同項第３号に掲げる各種学校）以外の高
等学校等を休学していた期間、⑤平成26年４月１日より前に公立高等学校等を休学してい
た期間をいいます。

「学校の種類・課程・学科」の欄は、｢①高等学校（全日制）｣、｢②高等学校（定時
制）｣、｢③高等学校（通信制）｣、｢④中等教育学校（後期課程）｣、｢⑤特別支援学校（高
等部）｣、「⑥高等専門学校（１～３学年）」、「⑦専修学校（高等課程）昼間学科」、
「⑧専修学校（一般課程）昼間学科」、「⑨専修学校（高等課程）夜間等学科」、「⑩専
修学校（一般課程）夜間等学科」、｢⑪専修学校（高等課程）通信制学科｣、「⑫専修学校
（一般課程）通信制学科」、「⑬各種学校」、「⑭特定教育施設」の別を記入してくださ
い。

【２．生徒の国籍・在留資格・在留期間等について】の欄は、次によって記入してください。

生徒の在留資格が「家族滞在」である場合において、「小学校」は、「日本の小学校、義
務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部」をいい、「中学校」は、「日本の中学
校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部」をい
います。

生徒の在留資格が「家族滞在」である場合において、「日本国で就労する意思の有無」
は、「高等学校等の卒業又は修了後、就労して引き続き日本国に在留する意思」を問うも
のですが、高等学校等の卒業又は修了後、直ちに就労するものに限りません。
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「個人番号」とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する
法律（平成25年法律第27号）第２条第５項に規定する個人番号であり、「個人番号カー
ド」とは同条第７項に規定する個人番号カードです。

留意事項

受給資格の認定後、申請者の国籍等に記載する内容に変更があった場合には、速やかに、
届け出てください。

　備考　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

４月に入学した新入生は、原則として４月中に申請を行う必要があります。また、転校の
場合も、原則として転校した月のうちに申請を行う必要があります。

過去に国公私立を問わず高等学校等（修業年限が３年未満のものを除きます。）を卒業し
又は修了したことがある場合には、就学支援金の受給資格はありません。また、高等学校
等に在学した期間（定時制・通信制等に在学した期間は、その月数を１月の４分の３に相
当する月数として計算。）が通算して36月を超えた場合も受給資格はありません。（ただ
し、支給停止期間等は含めません。）

２つ以上の課程に在学している場合は、いずれか１つの課程を選んで申請をしてくださ
い。

国籍が「日本国以外」の生徒であって、申請時点で在留期間が経過していても、在留期間
の延長申請を既に行っている場合（出入国管理及び難民認定法（昭和26年政令第319号）
第20条第６項の規定による「特例期間」に当たる場合）には、申請は可能ですが、在留期
間の延長が認められたことを証明する書類の提出が必要です。
なお、特別永住者又は永住者は、提出書類に在留期間が記載されている必要はありませ
ん。

支給対象とならない在留資格の生徒が、「永住者」又は「定住者」への在留資格変更許可
申請中の場合は、申請できません。

偽りその他不正の手段により就学支援金の支給をさせた場合は、高等学校等就学支援金の
支給に関する法律（平成22年法律第18号）第11条及び第21条の規定に基づき、不正利得の
徴収や刑罰に処されることがあります。


